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情報モラル・セキュリティの

大切さをテーマにした

標語を募集します！

第２弾！阿蘇テレワークセンター情報モラル・セキュリティ作品募集！

お問い合わせ　 一般財団法人 阿蘇テレワークセンター

☎0967-23-6009 担当：谷本

ぼ し ゅ うひ ょ う ご

た い せ つ

じ ょ う ほ う

当センターでは、阿蘇の子供たちのＩＴスキルをサポー
トする教育・研修プログラムを実施しております。たく
さんの経験とチャンスの場が、子供たちの成長と自信
に繋がるよう、今後も継続して取り組んでまいります。

作品テーマ

学校や家でタブレットを使うときに

気をつけること、ルール、マナーを

標語で表現しよう！

情報モラルおよび情報セキュリティ
＜キーワードの例＞
●ウイルス　●パスワード　●アップデート　●なりすまし
●フィッシング　●不正アプリ　●フリーWi-Fi
●フィルタリング　●不正なアップロードとダウンロード
●自分の情報/他人の情報　●ペアレンタルコントロール

〇最優秀賞（1点）
〇優秀賞（2点）
〇教育委員会賞（1点）
〇主催者賞（１点）等
※小中学生部門、保護者・先生部門にてそれぞれの賞を選出します。

〇入賞者へ阿蘇テレワークセンターより連絡します。
〇表彰式は執り行わず、WebTVアソにて受賞者インタビューを放
送予定です。
〇広報あそ２月号にて受賞者発表を行う予定です。

一般財団法人阿蘇テレワークセンター情報モラル作品募集実行ス
タッフ、阿蘇市教育委員会

阿蘇の特産品

標語

応募用紙（本紙裏面）をスマホやタブレットで撮影した画像ファイルを
メールに添付して送信下さい。［送信メールの件名］標語応募
mail：twc-oubo@aso.ne.jp

標語とは、自分たちの考えやみんなに守ってほしいことがらなどを短くはっきりと言
い表した言葉です。５・７・５で作る、字あまり・字足らずでもリズムが良ければOK！
です。「交通安全」などの短い言葉で簡潔に表現する手法もあります。

○郵送または持参による応募

○メール添付による応募

応募用紙（本紙裏面）に標語及び必要事項を記入します。

〒869-2307 阿蘇市小里656-1 阿蘇草原保全活動センター内
一般財団法人阿蘇テレワークセンター　標語募集係

令和3年12月1日（水）～令和4年1月10日（月）

【小中学生部門】
　阿蘇市内在住の児童および生徒
【保護者・先生部門】
　上記児童生徒の保護者、阿蘇市内小中学校在籍の先生方

2021年度より阿蘇市内の小中学校の全児童・生徒へ、1人1台のタブレットが配布され、授業や活動、家庭学習のなかで活用されています。使用にあたっては守らな
ければならないルールやマナーがあり、児童生徒の皆さんは授業や活動のなかで学びを深められています。今回の作品制作をとおして、これまでの学習を振り返
り、様々な脅威に気づき、安全なネットワーク社会の実現に向けた意識をさらに高めていただければと考えています。
ぜひ、この機会にご家族の皆さんも一緒に情報モラル・セキュリティについて話し合ってみられてはいかがでしょうか。
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TWC STAFF 標語コンテスト Best3 の紹介
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第２弾！阿蘇テレワークセンター情報モラル・セキュリティ作品応募用紙

お問い合わせは、 
一般財団法人阿蘇テレワークセンターまで。☎0967-23-6009担当：谷本

標語

応募者氏名
ふりがな

保護者氏名

電 話 番 号

学校名･学年

ご担当先生

ふりがな

※学校・クラス・クラブ等でまとめて応募される場合はご担当先生名をご記入下さい。　  　　　　

●アップデート

●ウイルス

●パスワード

【キーワード例の用語解説】　※標語作成の参考にされてください。

[注意事項]作品の制作時および応募の前に、誤字・脱字、著作権侵害等の不備がないことを確認してください。

悪意をもった人が作ったプログラム。コンピュータがウイルスを実行してしまうと、画面に変な文字や絵がでてきたり、コンピュータシステムを壊
してしまったりすることがあります。

コンピュータやインターネットを使うときに必要な大切なものです。これを悪い人に知られてしまうと、勝手にコンピュータを使われたり、あなた
のふりをして、友だちにメールをしたり、インターネット上に書きこみをされてしまうかもしれません。

コンピュータやタブレットに入っているソフトウエアやアプリなどをより新しいものに変更すること。機能の追加や不具合の修正を目的として作
成された小規模なプログラムをインストールすることによって行います。

●なりすまし

●フィッシング

●不正アプリ

●フリーＷｉ-Ｆｉ

●フィルタリング

●

●

●

インターネット上で自分ではない別の誰かが、自分や別の人になりすまして不正行為を行うことをいいます。インターネットバンキング等へ不正
アクセスをしたり、ＳＮＳなどで他の人のアカウントを使って投稿をして嫌がらせをしたりします。

フィッシング・メールとして知られる詐欺行為です。お店の担当者などを装ってメールを送り、「先日の取引で問題が発生したため、ウェブサイト
で情報を入力してください」などと嘘のお知らせをし、ウェブサイトでキャッシュカードの番号やパスワードを入力させてお金をだましとります。

一般的なスマホやタブレットのアプリケーションソフトを装って利用者にダウンロードさせ、電話帳や位置情報などの個人情報を抜き取った
り、カメラを勝手に作動させて盗み撮りしたりするものがあります。

お店やショッピングモール施設などで無料で使えるＷｉ-Ｆｉ（無線ＬＡＮ）のことです。スマホやタブレットで使うときにはメールアドレスの送信やパスワー
ドの入力が必要です。誰でもつかるサービスですが通信内容をのぞき見られたり、悪意のあるネットワークに接続する危険もあります。

不正なアップロー
ドとダウンロード

自分の情報、
他人の情報

ペアレンタルコン
トロール

有害なサービス・コンテンツをブロックし、無害なサイトのみを閲覧させる仕組みです。事前に設定しておくことで、子どもが違法なサイトや子ど
も向けではないサイト等を見る危険を回避できます。

友達や別の誰かが作ったものを大切にする心をもち、自分の情報や他人の情報を大切しましょう。個人の権利(人格権、肖像権など）を大切
にしましょう。

子供が持つスマホやタブレットの使い方を保護者が管理する機能をいいます。例えば、利用時間の制限、子供にとって不適切なサイトや動
画の閲覧制限、アプリのダウンロード制限といったことを保護者の端末で設定することができます。

動画サイトやＳＮＳなどに著作権者等から許諾をもらわずに無断でアップロードすることを、「違法アップロード」といいます。インターネット上で不正にアップロード
された音楽・映像・ソフトウエアなどのコンテンツを、それが不正なものであることを知りながらダウンロードすることを「違法ダウンロード」といいます。
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